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〇 各学校や教育委員会の創意工夫を最大限引き出し、子供一人一人の可能性が輝く柔
軟な教育課程編成を促進する観点から、教育課程特例校制度や授業時数特例校制度
等を活用しやすくすること、各教科等の標準授業時数に係る柔軟性や学習内容の学年区
分に係る弾力性を高めることのほか、単位授業時間や年間の最低授業週数の示し方につ
いてどのように考えるか。その際、これらが教師に「余白」 を生み、教育の質の向上に資する
可能性をどのように考えるか。
〇 教育課程の実施に伴う教師の負担や負担感がどのような構造により生じているのか、学習
指導要領や解説、教科書、入学者選抜の影響、教師用指導書も含めた授業づくりの実
態等を全体として捉えた上で、教育課程の実施に伴う過度な負担や負担感が生じにくい在
り方をどのように考えるか。
〇 年間の標準総授業時数を現在以上に増加させないことを前提としつつ、その在り方につい
てどのように考えるか。あわせて、現代的な諸課題を踏まえた様々な教育の充実について、
教育課程の実施に伴う負担への指摘等に留意しつつ、どのように考えるか。
〇 教科書の内容が充実し分量が増加した一方、網羅的に指導すべきとの考えが根強く存在
し、負担や負担感を生んでいるとの指摘がある中で、新たな学びにふさわしい教科書の内容
や分量、デジタル教科書等の在り方をどのように考えるか。

初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問）
「余白の創出」関連部分抜粋
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教育課程の実施に伴い教師が感じる負担・負担感（イメージ）
① 授業時数や指導内容を含めた教育課程の在り方は、子供たちに求められる資質・能力や学習状況などを総合的に考慮した上で、

全体として教育の質の向上に繋がるよう検討すべきもの
② この一環として、過度な負担・負担感が生じにくい在り方を追求することや、教師と子供の双方に余白を創出し、豊かな教育活動

に繋げることが必要
具体の検討に際しては、負担・負担感がどのような構造で生じているのか、授業を取り巻く環境全体を俯瞰した分析が必要（※）

週あたり29コマ
×40週（平均）
＝1160コマ

最低授業週数である「35週」という数字を根拠に、
標準総授業時数1015単位時間を35週で、週あ
たり29コマ実施すべきとの認識が強く、改善したくと
も標準を大幅に上回る授業時数を看過しがちに。

余裕のある時間割にするために
週28コマにしたいけど、週29コマ
やらなきゃいけないって聞いてる
し、どうすればいいんだろう…

各教科の時数をもっと弾力
的に使って、教科間で時
数をやり繰りしたり、柔軟で
余白のある教育課程にし
たいけど、どうすれば…

若手教員（経験年数が少ない教員）が増加。
R5年度公立学校年齢別教員の割合（％）

（11.5万人） （19.2万人） （15.3万人） （20.2万人）

17.3 29 23.2 30.5

20～29歳 30～39歳 40～49歳 50歳以上

明日の授業はとりあえず教
師用指導書を使ってなんと
かしよう…経験が少ないの
で、ベテラン教師の授業を
見たり、もっと研修や教材研
究が必要だけど、時間が…

教育課程の編成に当たり、何をどのように変え
てよいか（変えてはいけないのか）、わかりにくく
硬直的運用が残ったり、学校や地域の実情に
応じて特例校制度を日常的に使いにくい側面
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約50年前と比較し、教科書ページ数は大幅に増加。

457 487

1,318 

3,665 2,941 
3,242 

昭46～ 平成14～ 令和6～

教科書ページ数 標準授業時数【小学校4教科】

約３倍

※ページ数はA５換算

※教育課程以外の総合的な勤務環境整備も着実に進めることが大前提
※教師の養成や研修の在り方については、別途、教員養成部会で検討中

学習指導要領を読んでも
授業づくりのイメージが湧かないし、
教科書をしっかり教えてあげればいいか…
でもそうすると終わらないな…

学習指導要領は約30年前と比較
して約２倍の文字数に（小学校）

※１ 資質・能力ベースの記述にしたことに伴う増加が主な要因
※２ 66,065字（平成元年改訂）→ 136,277字（平成29年改訂）

学習指導要領、どんな資質・能
力を身に付けるべきか、もっと分か
りやすく、解説や教科書とのリンク
も分かるように見れないかなあ…

入試に出るかもしれないなら
教科書は全部指導してもら
いたい…

高校入試との関係でも
教科書を網羅的に指導しなければ…

保護者

質的改善が道半ばの
高校入学者選抜



各学校の教育課程の状況

１．総授業時数の状況
２．標準を大幅に上回る時数の使い道の想定
３．週当たり授業時数の状況
４．現行における教育課程編成の工夫例
５．柔軟な教育課程の論点イメージ（論点資料②再掲）
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小５ 中２

14.8% 19.3% 28.8% 15.9% 10.8%10.4%

37.1％平均：1078.3＜R４＞
19.1% 17.8% 27.0% 21.2% 6.9%8.0%

36.1％
平均：1073.9＜R４＞

17.7％

13.8% 35.3% 33.2% 9.8%

4.8% 3.1%

▲19.4P

＜R６＞ 平均：1059.1
15.2％

19.6% 25.9% 39.3% 9.5%

3.0% 2.7%

＜R６＞ 平均：1058.4

▲20.9P

 標準授業時数（1,015単位時間）に対して、小学校５年で平均1,059単位時間、中学校２
年で平均1,058時間の教育課程が編成されている。

 標準授業時数を大幅に上回る1,086単位時間以上の学校は、大きく減少しているが、依然とし
て20％程度存在。

【出所】令和５年度教育課程編成・実施状況調査
※１ 学校教育法施行規則に示す各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動（学級活動のみ）に充てる年間の授業時数を指し、学級活動以外の特別活動の時間は含まない。
※２ １単位時間は、小学校においては45分、中学校においては50分として計算している。
※３ 学校教育法施行規則別表第１・別表第２に定める標準授業時数を指す。

■～1015 ■1016～ ■ 1051～ ■ 1086～ ■ 1121～ ■ 1156～
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総授業時数の状況（令和６年度計画段階）



■～1015 ■1016～ ■ 1051～ ■ 1086～ ■ 1121～ ■ 1156～

＜R5＞
11.1% 44.6% 36.1% 6.9%

1.0% 0.3%

8.2％

▲17.6P

平均：1049.1
（標準（※３）：1,015）

16.8% 23.6% 33.8% 19.6%

4.0% 2.2%

＜R３＞ 25.8%平均：1059.9
（標準：1,015）

11.3％

▲13.4P

15.5% 35.5% 37.6% 9.6%

1.2% 0.5%

平均：1050.9
（標準：1,015）＜R5＞

【出所】令和５年度教育課程編成・実施状況調査
※１ 学校教育法施行規則に示す各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動（学級活動のみ）に充てる年間の授業時数を指し、学級活動以外の特別活動の時間は含まない。
※２ １単位時間は、小学校においては45分、中学校においては50分として計算している。
※３ 学校教育法施行規則別表第１・別表第２に定める標準授業時数を指す。
※４ 平成29年度は中学校第１学年の授業時数の実績の数値。

18.1% 25.4% 31.7% 18.8%

4.5% 1.4%

24.7%平均：1058.5
（標準：1,015）＜R３＞

■～1015 ■1016～ ■ 1051～ ■ 1086～ ■ 1121～ ■ 1156～

総授業時数の状況（令和５年度実績）
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小５ 中２

31.5% 32.8% 35.7%

75.2% 24.8%

【出所】令和６年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査
※母数は令和６年度の授業時数について、1,086単位時間以上と回答した学校数（小：3,249校、中：1,394校）。

 1,086単位時間以上の教育課程を編成している学校のうち、標準授業時数（1,015単位時間）を上回る部分
の具体的な使い方を想定していない学校が約25%程度存在。真に必要な時間か検討し、改善を図る必要。

 標準に上乗せされている時数の約35％が学級閉鎖等の不測の事態のための予備的な時数に充てられている（国
はこうした事態で標準を下回ったことのみをもって法令に反するものではないことを示している）。

■学習指導要領の指導事項を漏れがないよう指導するため
■指導事項の定着や更なる充実のため
■学級閉鎖等の不測の事態においても授業時数を確保するため

23.8% 41.6% 34.6%

標準時数に上乗せされている時数のうち、
学級閉鎖等に備えた予備的な時数の割合

■使い方の想定がある ■使い方の想定がない ※１

標準時数に上乗せされている時数
具体の使い方の想定がない学校の割合

想定の内訳 想定の内訳

72.5% 27.5%
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標準を大幅に上回る時数の使い道の想定



週当たり授業時数の考え方と実態

「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(答申)(抄)
国が定める年間の標準授業時数の 1,015 単位時間を 35 週（※1） にわたって実施することを前提に、週当たり 29 単位時
間の授業を行う必要があるとの認識が学校には根強く、標準授業時数を大幅に上回った教育課程編成の見直しを学校が
実施することが困難との指摘もある。しかし、実際には年間の授業日数は 200 日程度（40 週）が一般的であり、必ずしも
1,015 単位時間を確保するために週 29単位時間の授業を実施する必要はない（※2）。
※1 小学校学習指導要領の総則には「各教科等の授業は、年間35週（第１学年については34週）以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が児童の負担過重にならないようにするものとする」と記載（中学校も同様）

※2 年間の標準授業時数1,015単位時間を週当たり27単位時間で実施した場合、1015単位時間＝27単位時間×37.6週（188日）となる。

２．週当たり授業時数の実態
小学校、中学校いずれも週当たり授業時数を28コマ以下で設定する学校の割合が増えているが、
小学校５年では約60％、中学校２年では約75％の学校は29コマに設定している。

１．週当たり授業時数に係る考え方

年間の総授業日数の平均※令和６年度計画ベース
小学５年 202.4日 中学２年 203.0日

【出所】令和６年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査

35週で実施する場合の週当たりコマ数
1015単位時間÷35週＝29単位時間／週
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１．週当たり授業時数の考え方（学習指導要領・解説）

小学校学習指導要領解説（総則編）P60
なお，学校教育法施行規則第51条において，別表第１に定めている授業時数が標準授業時数と規定されているのは，①指

導に必要な時間を実質的に確保するという考え方を踏まえ，各学校においては，児童や地域の実態を十分に考慮して，児童の負
担過重にならない限度で別表第１に定めている授業時数を上回って教育課程を編成し，実際に上回った授業時数で指導すること
が可能であること，②別表第１に定めている授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの災害や流行性疾患による学級閉鎖等
の不測の事態により当該授業時数を下回った場合，その確保に努力することは当然であるが，下回ったことのみをもって学校教育法
施行規則第51条及び別表第１に反するものとはしないといった趣旨を制度上明確にしたものである。

２．「不測の事態」で標準授業時数を下回る場合の取扱（学習指導要領解説）

小学校学習指導要領解説（総則編）P60
各教科等の授業時数を年間35週（第１学年については34週）以上にわたって行うように計画することとしているのは，各教

科等の授業時数を年間35週以上にわたって配当すれば，学校教育法施行規則別表第１において定めている年間の授業時数に
ついて児童の負担過重にならない程度に，週当たり，１日当たりの授業時数を平均化することができることを考慮したものである。し
たがって，各教科等の授業時数を35週にわたって平均的に配当するほか，児童の実態や教科等の特性を考慮して週当たりの授業
時数の配当に工夫を加えることも考えられる。各学校においてはこの規定を踏まえ，地域や学校及び児童の実態等を考慮し，必要
な指導時間を確保するため，適切な週にわたって各教科等の授業を計画することが必要である。

小学校学習指導要領総則
⑵ 授業時数等の取扱い
ア 各教科等の授業は，年間35 週（第１学年については 34 週）以上にわたって行うよう計画し，週当たりの授業時数が児童
の負担過重にならない ようにするものとする。ただし，各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には，夏季，冬季，学
年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め，これらの授業を特定の期間に行うことができる。
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＜東京都八王子市教育委員会＞
 市として、総授業時数は標準授業時数に18単位時
間を加えた時数を上限とし、週当たりの授業時数は
28単位時間を上限とする指針を示し、所管の学校
に指導・助言。

 各学校がこれを踏まえて教育課程編成を工夫し、全
小・中学校で週当たり授業時数を27単位時間又は
28単位時間とする教育課程編成を実現。

＜埼玉県深谷市教育委員会＞
 各学校の校長・教職員から意見聴取した上で、
市教委が具体的な週時程や時間割、時数計算
等の例を示し、週当たり授業時数が28単位時間
になるよう指導・助言。

 各学校がこれを踏まえて教育課程を編成し、域内
の全小・中学校等で週当たり授業時数を28単
位時間以下とする教育課程を実現。

＜東京都渋谷区立笹塚小学校＞
●渋谷区として総授業時数の計画が標準授業時数となるように域内の学校に指導・助言。
●週当たりの授業時数を28単位時間に設定し、水曜日を４コマ、それ以外の曜日を６コマに設定。
●授業間の休憩を５分にすることや、普段の清掃は係活動の一環として日常で行い、一斉の清掃活動は水曜日の
み行う等の工夫で、６コマの日でも下校時刻を15:00に設定

●水曜日を４コマに(児童の最終下校時刻を13：00に設定し、午後を教員研修やスキルアップの時間として活用)
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現行の教育課程における
週当たり授業時数の工夫例



現行教育課程における単位授業時間の多様な設定例

東浦町立緒川小学校 さいたま市立大宮国際中等教育学校横浜市立奈良小学校
●午前中は40分×５コマを実施
●午後は20分・40分の１コマずつを実施
し柔軟に運用（例：20分を個別のス
キル学習に充てる、20分と40分のコマ
を組み合わせて60分じっくり探究する時
間を設ける等）

登校～朝の会

1時限目

2時限目

3時限目

中休み

4時限目

5時限目

給食・清掃・昼休み

学習タイム

6時限目

帰りの会

0830

0910
0915

0955
1000

1040

1100

1140
1145

1225

1340

1400

1440

1450

40分

40分

40分

40分

40分

40分

20分

読書タイム、朝の会

Ⅰブロック

中休み

Ⅱブロック

給食・清掃・昼休み

Ⅲブロック

帰りの会

0855

1030

1055

1355

1530

1540

1230

95分

95分

95分

出席確認

英語活動

ターム１

ターム２

昼食・昼休み

ターム３

リフレクションの時間

清掃
放課後活動

0835

1040
1055

1515

1730

1235

100分

0850
0900

1335

1530

1545

100分

100分

15分

●２コマ分を連続させたブロックを基本と
し、じっくりと学びに取り組む時間を確
保

●児童の活動の実態に応じて、教科間
の時間の切れ目は柔軟に運用

●50分２コマ分を連続させたタームを基本とし、
じっくりと学びに取り組む時間を確保。

●朝にオールイングリッシュでの表現活動を行う
時間を15分間設ける

15分

 実現したい教育活動に応じて、総授業時数を確保した上で、単位授業時間を柔軟に運用している例が見られる。
 45分の単位時間を5分短縮するだけでなく、15-20分の短い時間を設ける、100分といった長い授業時間を設ける、短い時間と長
い時間を組み合わせて活動の特質に応じて組み合わせるなど、多様な工夫が行われている。

必要に
応じ統合
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１．特例の概要

研究開発学校の取組
（目黒区立中目黒小学校・愛荘町立秦荘西小学校）

 １単位時間を45分から40分に変更し、午前中に５コマの授業を設定することで、標準総授業時数を下回って時間を生み出す
 生み出された時間を活用し、子供の主体性を伸ばす教育活動、授業改善に繋がる教員研修や教材研究等に充当

 子供が教材・ペースを自分で選びながら学ぶ単元内自由進度学習（マ
イプラン学習）を行ったり、子供たちが自分でテーマを決めて主体的に学
ぶ時間（フリースタイルプロジェクト）を設けたりするなど、子供の主体性を
伸ばす教育活動を展開。教員の研修や授業準備等も実施。

 全国学調の正答率に大きな変化はなく、学校により状況に差はあるが、
時間外在校等時間の減少といった成果もみられる。

目黒区

○通常の授業の中でもICTを活用することで、短く
した１コマの中でも効果的な指導を行う。

○１コマが短くなったことで、通常の授業においても
、単元としてのつながりや、見方・考え方を働かせ
る授業デザインをより意識した授業を展開。

２．生み出した時間の使い道
愛荘町
 目黒の取組に加え、自己調整力を育成する時間に充てたり、
教員間での児童に関する共通理解を図るための情報交換や相
談、授業づくり・教材研究に関する研修やOJT等を実施。

自己選択学習
27%

生活プランニング
14%

自治の時間
6%

探究の時間
8%

学級裁量の時間
14%

教員の時間
31%

生みだした127コマの活用
教科担任制

学年担任制

を機能させる
情報共有の時間に。

出典：令和5年研究開発学校目黒区報告資料より 11



月 火 水 木 金

登校

朝の会
目標づくり・振り返り・
主体的な活動の時間
（月２回程度・

１～５限のうち１コマ）

1限
異学年交流
（月１回程度・

2～5限のうち1コマ）
１限

２限・３限

休み時間

４限・５限

給食

昼休み

６限
（60分）

昼休み

全校昼会 体力向上・読書 掃除 集会・音楽昼会

掃除 委員会（45分）
クラブ(60分） 自己選択学習６限

帰りの会 帰りの会 帰りの会

下校 15:05 下校 14:35 下校 15:00 or 15:15 下校 14:45

基礎基本の自主学習
（希望者30分） 児童理解の時間

基礎基本の自主学習
（希望者30分）

指導力向上の時間（学年会、研修等）
or

教師の裁量的時間教材研究 会議など

教師の休憩時間（会議などは原則入れない）

夕会 教師の裁量的時間 生活指導夕会

目黒区の研究開発学校における日課表の事例（2025年度 目黒区立鷹番小学校４～６年の実例）

1コマ40分

１単位時間を5分間短縮（45分→40分）して生み出した時間（127コマ）を活用し、
85コマ：子供の主体性を伸ばす学習活動のための時間 42コマ：教員の研修や授業研究のための時間（※1,2） に活用。
※１ 日課表の研修・研究等の時間は、生み出した時間と従来の教師の放課後の時間を組み合わせて実施。
※２ 休憩時間を除く。
※３ 個々の教師の持ちコマについては、教科担任制により空きコマがあることに留意。
※４ 日課表や生み出した時間の活用の在り方は学校ごとに異なる。

8:20
8:30

11:00

12:25
13:10

14:10

13:30

13:50

8:10

16:40

10:40

15:40

12



R7年度 研究開発学校
～多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程の編成～

１単位時間を短縮して生み出された時間を用いて、
・児童生徒一人一人の興味･関心や学習上の課題等に応じて柔軟に学びを選択できる時間
・体験活動、表現力や対話力を育成する活動など学習の素地を高める時間
・教師の研修や授業改善のための時間 等に充当。

【北海道】岩見沢市立緑中学校

【東京都】日野市立日野第四小学校
目黒区立目黒小学校 ほか25校（中学校含む）

【大分県】大分市立西の台小学校

【愛知県】名古屋市立千石小学校 ほか３校（中学校含む）

【埼玉県】戸田市立喜沢小学校 ほか３校（中学校含む）
【福岡県】糸島市立志摩中学校

ほか４校（小学校含む）

【京都府】京都市立御所南小学校

【神奈川県】横浜市立東汲沢小学校

１

２
３
４５６７

８ ９

令和６年度 令和７年度
管理機関：２（目黒区・愛荘町）
（設置者等）
学校数：25

管理機関：９ 都道府県
（設置者等）
学校数：45（小：37 中：８）実施地域・学校を大幅に増加

生みだした127コマの活用

滋賀県愛荘町の取組（愛荘町立秦荘西小学校 ほか１校）

自己選択学習
27％

生活プランニング
14％

自治の時間
６％

探究の時間
８％

学級裁量の時間
14％

教員の時間
31％

教科担任制・学年担任制
を機能させるための情報共有・相談、校内
研修、OJT、教材研究

保護者と振り返るため
週末の計画を作成

児童の意見や学級の実態を踏まえて
担任が活動内容を決定

「秦西まつり」など児童たちが計画・準備・実行

月ごとのテーマに沿って、自分
で決めた目標に向けて学習

学ぶ内容や方法を児童に委ねて探究 13



多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程編成を促進するため、
児童生徒や地域の実態を踏まえて、必要に応じて以下のような取組の一部又は全部の実施を可能とするか否か。

柔軟な教育課程の論点イメージ

1015単位時間

現行制度 教科A その他教科等教科B

教科標準時数

(３)裁量的な時間（仮称）に調整授業時数
を充てることも可能とすべきか

(1)教科標準時数を下回ることが
可能な範囲をどう考えるか

論点イメージ 教科等
D,E,・・・教科A 教科B,C,・・・

特に必要な
教科等が
ある場合

(５)調整授業時数を特に必要な教科
の開設に充てることも可能とすべきか

(2)調整授業時数を別の教科等
に上乗せ可能とするべきか

調整授業時数

裁量的な
時間

（仮称）

(４)裁量的な時間の一部を教育の質の向上を
目的とした、授業改善に直結する組織的な
研究活動等に充てることも可能とすべきか

減ずる

14



学習指導要領・教科書・入試の関係

１．学習指導要領・解説・教科書・指導書の関係
２．教科書のページ数の推移
３．教科書の分量や教科書観に関する指摘
４．高校入試の問題例

15



学習指導要領-教科書-教師用指導書の関係①

２ 内容
B 近世までの日本とアジア
（２）中世の日本
ア 次のような知識を身に付けること。
（ア）武家政治の成立とユーラシアの交流
鎌倉幕府の成立，元寇（モンゴル帝国の襲来）などを基に，武
士が台頭して主従の結び付きや武力を背景とした武家政権が成立
し，その支配が広まったこと，元寇がユーラシアの変化の中で起こっ
たことを理解すること。

イ 次のような思考力・判断力・表現力等を身に付けること。
（ア）武士の政治への進出と展開、東アジアにおける交流、農業や商
工業の発達など着目して、事象を相互に関連付けるなどして、アの
（ア）から（ウ）までについて中世の社会の変化の様子を多面的・
多角的に考察し、表現すること。

（イ）中世の日本を大観して、時代の特色を多面的・多角的に考察
し、表現すること。

この事項のねらいは，武家政治の特徴を考察して，武士が台頭して武家政権が成立し，その支配が広まったこととともに，元寇（モンゴル帝
国の襲来）がユーラシアの変化の中で起こったことを，次のような学習を基に理解できるようにすることである。

学習に際しては，例えば，この中項目（2）のイの（ア）に示された「武士の政治への進出と展開」などに着目して，武家政治の特徴を考察
できるようにしたり，イ の（ア）に示された「東アジアにおける交流」などに着目して課題（問い）を設定し，モンゴル帝国の拡大の様子を背景に
考察したりできるようにすることなどが考えられる。これらの考察の結果を表現する活動などを工夫して，「武士が台頭して主従の結び付きや武力を
背景とした武家政権が成立し，その支配が広まったこと，元寇がユーラシアの変化の中で起こったことを理解できるようにする」という，この事項のね
らいを実現することが大切である。

鎌倉幕府の成立については，武士が台頭して，武家政権が成立し，その支配が広まるという，武家政治の成立の背景と推移を扱うようにする。
また，天皇や貴族の政治との違いという観点から，古代から中世への転換の様子に気付くことができるようにする。 元寇（モンゴル帝国の襲来）
については，元寇が国内に及ぼした影響などに気付かせるとともに，元寇の背景について，「モンゴル帝国の拡大によるユーラシアの結び付き」
（内容の取扱い）などの地理的な確認を基に，元（中国を中心と したモンゴル帝国東部）の君主が帝国全体の君主でもあったことなどを踏ま
え，モンゴル帝国がアジアからヨーロッパにまたがる広大な領域を支配し，東西の貿易や文化の交流が陸路や海路を通して行われたことなどに気付
くことができるようにする。

 中学校学習指導要領解説（社会編）抜粋

 中学校学習指導要領〔歴史的分野〕 鎌倉時代関連

【ポイント】学習指導要領も解説も、取扱う事実的知識を網羅的に指定してはいない
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・資料の読み取りや
協働的な活動など
多様な学習活動の
例示

【出所】東京書籍『中学社会 新しい社会 歴史』P76-77（令和２年度検定済み本）

・コラム的資料

・本文上で７つの太
字の単語

・振り返り

学習指導要領-教科書-教師用指導書の関係②
【ポイント】検定教科書では、学習指導要領の該当部分に対応して10ページ程度が確保
され、多くの用語や発展的要素等が盛り込まれている

17

・図・写真などの資
料の充実

※著作権者への配慮から一部図について掲載を控えております



・年間を通じた配当時間、各単元や教科
書のページごとの時間などを丁寧に記載

・授業内の時間配分や板書例を記載

学習指導要領-教科書-教師用指導書の関係③
【ポイント】教師用指導書は、時間配分や板書例、配当時間などを丁寧に記載

【出典】東京書籍 「令和３年度版 新しい社会 教師用指導書」 18



教科書のページ数の推移（小学校・中学校）

【出典】学校教育法施行規則及び教科書目録から文部科学省において算出

※小学校４教科：国語・社会・算数・理科、中学校５教科：国語、社会、数学、理科、外国語
※教科書ページ数は、各教科の教科書の平均ページ数を足し上げたものであり、Ａ５換算。
※Ａ５換算ページ数は、Ａ５判との面積比を踏まえ、Ｂ５判は１.５倍、ＡＢ判は１.７４倍、Ａ４判は２.０１倍して算出。
※平成４年の生活科創設に伴い小学校１，２年生の社会と理科がなくなったため、標準授業時数・教科書ページ数ともに社会と理科は小学校３～６年生の数値としている。

昭46の比を
１とすると

1.0 1.0 1.2 1.4 2.8 3.2 3.4 昭47の比を
１とすると

1.0 1.0 1.0 1.3 1.7 1.9 1.8

約５０年前と比較し、小学校４教科・中学校５教科の
標準授業時数は減少しているものの、
教科書ページ数（Ａ５換算）は小学校で約３倍、中学校で約１.５倍に増加。
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昭46の比を
１とすると
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対23年度比

125.1%

【主な教科、１冊あたり、各社平均】

教科書のページ数の推移（高等学校）

【出典】一般社団法人教科書協会「教科書発行の現状と課題2024」より作成 20



１．今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会 論点整理（令和６年９月）

（２）教科書・教材の在り方
◯発展的内容の充実や、新しい学習指導要領への対応などにより教科書の内容は格段に充実し、ページ数が大幅に増えている現状。
◯入試の在り方に関連し、教科書の内容を全て教えなくてはいけないという考え方は依然として根強く、教科書のページ数の多さが、授
業進度の速さや教育課程の実施に当たっての負担感を生んでいる実態も指摘されている。
◯教科書が経験の浅い教師でも充実した指導ができるように工夫されていることが、かえって教師の創意工夫や教師の指導力向上を
阻んでいるのではないか、といった指摘もある。校内の研修や教育委員会の支援等を通じて、単に教科書を教えるのではなく、どのよう
な資質・能力を育みたいかという視点から、一人一人の教師が教育計画を立てられるようにしていくことが重要。

教科書の分量や教科書観に関する指摘

２．デジタル教科書推進ワーキンググループ中間まとめ（令和７年２月）抜粋
（中略）
さらに、教科書自体の内容や分量が大幅に増加している中、教育現場では教科書の内容を網羅的に教えなくてはならないという考

え方が依然として根強く、負担感を生んでいる実態も指摘されているところである。１人１台端末の整備により子供たちが多様な学習材
に自らアクセスできるようになってきたという状況の変化も踏まえれば、紙の教科書やデジタル教科書に加えて多様な教材を活用して個別
最適な学びと協働的な学びを深めることが求められており、教科書を網羅的に教えることに縛られるのではなく、教科書に加えて学習場
面に応じて適切な学習材を選択して使用するという意識の改革に向けた取組を行うとともに、次期学習指導要領の検討を踏まえつつ、
教科書においては多様な学習材を組み合わせやすくする連携性の向上や内容・分量の精選を行うことが望ましい。

例えば、次期学習指導要領に向けた中央教育審議会への諮問等において問題意識が示されているように、生成 AI 等が発展する
中、個別の知識の集積に止まらない概念としての習得や深い意味理解を促す指導が重要となっており、学びに有益な情報を教科書に
おいて網羅するのではなく、教科書は教科等の主要な概念に関する理解をつかみやすいものとしつつ、教科書で得た理解をさらに広げた
り深めたりしていくための多様な情報を得る手段として教材を活用していくといった役割分担が考えられる。こうした観点から教科書の内
容・構成の見直しを行っていくとすれば、必然的に教科書の記述の精選が必要となると考えられる。また、こうしたことを検討していく上では、
次期学習指導要領の検討において、各学校における柔軟な教育課程の編成の在り方についても検討課題となっていることにも留意する
必要がある。
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「教科書通りに教える」が
興味関心に応じた授業、答えのない課題に取り組む授業より多い

【出所】ベネッセ教育総合研究所「小中高校の学習指導に関する調査2023」
※質問項目は、2021年に、わかりやすさを考慮し、比較できる範囲内で文言の変更を行っている。 数字は「よく行っている」＋「ときどき行っている」の％。
※「児童・生徒が興味・関心に合った内容を自分で選んで学習する」「明らかな解決法が存在しない課題に取り組む」「批判的に考える必要がある課題に取り組む」は2020年～2022年は尋ねていない。

Q. あなた（教師）は教科の授業において、次のような内容の授業をどれくらい行っていますか

22



高校入試では、事実的知識の記憶を問う問題が引き続き出題されるとともに、
思考力・判断力・表現力を問う問題も出ている

特定の年代に対応した人物名の記憶を問う
問題

明治時代に我が国の産業革命として繊維産
業が盛んとなったことを踏まえ、それらを主要
な輸出品とすることで近代産業が発展して
いったという主要な理解を問い、表現させる
問題

（中略）

 人物名等の事実的な知識に関する記憶を、他の知
識とのつながり等の文脈がない中で問う出題は、教科
書に記載のある個々の用語を網羅的に取り扱うような
授業の在り方を助長する側面がないか。

 こうした単純な記憶への対応も求めつつ、思考力・判
断力・表現力を問うことについて、生徒の学習負担の
増加などの観点からどのように考えるか。

 これらの視点も踏まえつつ、中学校における授業改善
に繋がりつつ、生徒に過度な学習負担を生じさせない
高校入試の出題の在り方についてどう考えるか。

出典：令和６年度某県高等学校入学学力検査

＋
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知識に関する設問であっても、単なる記憶を問うのではなく
概念としての理解を問う問題も考えられる（高校入試）

基本的な事実的知識については、問題
のリード文の中で材料として提供

事実的知識の記憶を問うのではなく、
各時代の政治体制に関する本質的
な理解を問う

出典：令和５年度某県高等学校入学学力検査 24



余白の創出を通じた教育の質の向上（現状と課題）
【現状】 【課題】

１．授業時数の適正化
 計画段階で過度な予備時数が設定される要因として以下の指摘
①不測の事態があっても標準を下回らないようにしたいとの認識が強い
②教科書を網羅的に教える必要があるとの認識、指導が終わらないのではないかとの懸念が強い
③状況に応じて年度途中に計画段階で設定した授業時数を見直すという発想が一般的でない

２．授業時数の平準化
 最低授業週数35週を根拠に、標準時数を35週で割り、週29コマ実施するとの習慣が根強い    
 近年、一人あたり持ちコマの減少にも資する週28コマへの平準化（年間40週程度での見直し）
が小学校で増加（R6:2割）する一方、平準化のイメージを持ちにくいとの声も

３．「厚い教科書を全て教える」からの脱却
 格段に充実した教科書を網羅的に指導すべきとの考え方が根強く、内容や分量の多さが、授業進
度の速さや過剰な授業時数の設定に繋がっているとの指摘

 教科書・教師用指導書のとおりに授業を行うとの認識がやや強すぎ、創意工夫や力量向上を阻ん
でいる側面があるとの指摘

４．構造化・表形式化・デジタル化×余白の創出
 第２回特別部会で、大きな方向性として（1）「中核的な概念や方略」を中心とした指導要領の
目標・内容の一層の構造化、（2）表形式や箇条書きの積極的な活用、（3）デジタル技術の
活用を議論

 これら（1）～（3）の改善が指導要領自体のスリム化に繋がることに加え、どのように教師・子供
双方の余白の創出に繋がるかの可能性も議論する必要

５．高校入学者選抜の在り方の改善
 指導要領で育成を図る資質・能力を踏まえた質的改善は一定の進捗があるものの、個別の知識を
単純に問う出題もある中、出題全体のバランスを踏まえた改善を検討する必要

 入試を背景にした保護者の懸念や要望等も背景となり、教科書の内容を網羅的に指導する必要
があるとの認識を強めているとの指摘
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＜①標準授業時数＞
 標準(1015)を大幅に上回る年間授業時数

(1086以上)について、見直しを前提に点検を行
い、指導体制に見合った計画とするよう要請

 指導要領解説で年度当初の計画段階から標準を
下回ることは適当でない旨を示す一方、通知で
「不測の事態により標準を下回ったことのみをもって
法令に反するものではない」旨を示している

＜②年間最低授業週数＞
 総則で、小中学校ともに年間35週以上にわたって
授業を行うよう計画するとされている（上限はなく、
年間40週等とすることは可能）

＜③教科書・指導書＞
 約50年前と比較し、教科書の内容は格段に充実
（頁数は小学校で約３倍、中学校で約1.5倍）

 指導書の多くは、厚い教科書を丁寧に指導する前
提で作られているとの指摘

＜④高等学校入学者選抜＞
 平成５年通知以降、中学校の教育課程の趣旨
に即した改善を求めている

 少子化に伴い入試倍率が低下しており、質的改
善が行いやすい環境になったとの見方も



改善の方向性と具体的論点（案）

１．授業時数の見直しの更なる促進
① 改訂を待たずに行うべきこととして、昨年度に引き続き、令和７年度も、標準を大幅に上回る1086単位時間以上の改善状況等を調査し、更な
る改善方針を検討してはどうか。その際、標準授業時数を基本として特段の支障なく教育課程を実施している事例も出てきていることも踏まえて
はどうか

② その際、小１～３は標準時数が1015より少ない中、小４以降を念頭に置いた「1086以上」以外の見直し水準が設定されておらず、改善に当
たっての課題になっているとの指摘も踏まえ、設定を検討してはどうか

２．週あたりコマ数の平準化の促進等
① 改訂を待たずに行うべきこととして、週あたり授業時数を年間通じて平準化すれば、教師一人当たりの持ちコマ数の減少、余白の創出に繋がるの

ではないか。そのような取組を促進できるよう、各学校が参考にしやすい教育課程編成の具体例を示してはどうか
② その上で、総則の「年間35週以上」との規定が「週29コマの授業を行う必要がある」との認識に繋がっているとの指摘も踏まえ、授業時数の平準

化を一層促進するため、全国の授業日数の実態を踏まえた示し方を検討してはどうか。その際、併せて、年間を通じて平均的に各教科等の授業
時数を配当することを前提とする趣旨の指導要領解説を改め、特定期間に集中して授業を実施できること等を一層明確化してはどうか。

③ 関連して、年度初めの始業日を後ろ倒し、特に多忙な時期に余白を生み出す取組も出てきている。また、人事異動の内示時期を早めることによ
り教師に余白を生みだしている自治体もある。こうしたことを含め、時間マネジメントの好事例等を提供してはどうか。

３．標準授業時数の弾力化による計画時数の適正化
※ 第3回特別部会では、各教科の標準を下回って生み出した調整授業時数を他教科等や「裁量的な時間」に充当可能とするなどし、教師と児

童生徒の双方に「余白」を生み出し、豊かな教育活動に繋げる仕組（調整授業時数制度）を議論
① この調整授業時数制度の可能性として、仮に特定の教科等が標準授業時数を下回る見込みとなった場合、年度途中に他教科や「裁量的な時
間」から当該教科等に時数を充てることも念頭において制度設計してはどうか。また、その際の時数計算等の負担については、校務支援システムの
機能やクラウドツールを活用して大幅に軽減できるのではないか

② ①を踏まえれば、調整授業時数制度の下では 「不測の事態で標準を下回る」「進度が遅れ時数が足りなくなる」等の懸念は相当程度解消可能
であり、年度当初の計画段階では真に必要な時数を設定しつつ、年度途中に柔軟なマネジメントを行うことを基本に据えられるのではないか
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改善の方向性と具体的論点（案）
４．学習指導要領の構造化・表形式化・デジタル化

① 構造化・表形式化・デジタル化（生成AIの活用も含む）を「三位一体」で進めることで、記載の冗長・複雑さの改善によるスリム化に繋がる
とともに、ユーザビリティが上がり、学習指導要領の参照や指導案等の作成がよりしやすくなるのではないか。

② 構造化に当たっては、各教科等の本質的理解（中核的な概念等）の獲得に重点を置き、学校段階や教科等の特性を踏まえつつ、そのた
めに必要な学習内容を検討したり、必要に応じた精選を行ったりしてはどうか。

５．構造化を踏まえた教科書等の在り方

①上記４．のような学習指導要領の構造化の考え方を踏まえ、教科書の内容は教科等の中核的な概念等を掴みやすいものに精選するととも
に、教科書で得た理解を広げたり深めるための多様な情報を得る手段としてその他の教材を活用するという役割分担を考えてはどうか。

② 調整授業時数制度の下で、一定程度、各教科の標準授業時数を下回ることを可能とする方向で検討する場合、教科書の分量、教師用
指導書での指導計画の示し方も整合性を持って検討すべきではないか。（第3回特別部会では、現行の授業時数特例校制度（1割が上
限）よりも時数の調整幅を拡大する方向で議論。）

③ こうした教科書の改善による網羅主義の脱却を図りつつ、併せて子供が学習を主体的に自己調整できるような学習活動を一層推進していく
ことにより、概念としての習得や深い意味理解を促し、学ぶ意味、社会やキャリアとのつながりを意識した指導のみならず、各教科における探究
的な学びの充実にも繋げることができるのではないか。

６．高等学校入学者選抜の改革支援

上記のような学習指導要領及び教科書等の改善の実効性を担保する観点も踏まえ、高校入学者選抜の学力検査や調査書の在り方や質
的改善、スクールポリシーに応じた多様な選抜を一層進める上で、どのような取組が考えられるか。（本日の議論も踏まえつつ、別途検討）
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 これらの1～6の方策に総合的に取り組むことで、教師と児童生徒双方に「余白」を生み出し豊かな学びに繋げると同時に、過度な負担
が生じにくい在り方を実現できるのではないか

 1,2,6については、現行の下での改善が相当程度可能であることから、本審議と並行して積極的な取組を促すことにより、次期学習指導
要領の実施も一層円滑に進むのではないか 27



現行教育課程の下で、具体的に週当たり時数を減らす工夫例
（先行事例を踏まえた編成過程）

①夏季休業・冬季休業・
   祝日等を考慮して、
総授業日数を決定

＜例＞総授業日数：200日（40週）
小5:202.4日、中2:203.0日（R6 全学校平均）
小5:203.1日、中2:204.7日（R6 28コマ学校平均)

②仮として週当たり授業時数を
28コマとして設定

＜例＞ 月 火 水 木 金
5 6 5 6 6

③学校行事等、標準授業時数
に含まれない特別活動の時数
を設定

＜例＞学級活動以外の特別活動の時数：60コマ程度
    ※学級活動以外の特別活動の平均授業時数

小5:62.8コマ、中2:48.1コマ(R6平均)

④行事や給食の有無等で授業
をしない時数（いわゆる欠
課・欠時の時数）を計算

＜例＞いわゆる欠課・欠時の時数： 45コマ程度
＜始業式・終業式等の午後＞ 
→毎回2コマ×８回=16コマ（始業・終業式×３回、入学・卒業式の計８回）

＜校内研究のための午後＞
       →毎学期2コマ×３回（学期ごと）=６コマ
＜学期末の成績処理期間の午後＞

       →毎学期6コマ×３回（学期ごと）=18コマ
＜個別懇談等のための午後＞ ５コマ

⑤実際に実施可能な授業時数
を計算

（１）授業日数：  200日
（２）週当たり時数：  28コマ
（３）学級活動以外の特別活動の時数：60コマ
（４）欠課・欠時数：               45コマ

※一定の火曜に月曜の時間割を実施するなどして、曜日毎の総授業時数に
偏りが出ないように適宜工夫。

※以上はあくまで一例であり、具体の適切な水準を示すものではない。各学校や地域の実情に応じて、授業日数、学校行事等、欠課の時数等は適宜調整すべきもの。
※こうした取組を進めていくためには、保護者や地域住民といった社会の理解の醸成も重要となる。

補足イメージ①

⇒実施可能な授業時数：1120コマ(40週×28コマ)−60コマ−45コマ＝1015コマ
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月 火 水 木 金

5 6 5 6 5

①総授業日数を決定
＜例＞総授業日数：205日（41週）

【中学校で週当たり27コマの場合】

②仮として週当たり授業時数を27コマとして設定

③標準授業時数に含まれない特別活動の時数を設定

＜例＞いわゆる欠課・欠時の時数：47コマ程度

（１）授業日数：  205日
（２）週当たり時数：  27コマ
（３）学級活動以外の特別活動の時数：45コマ
（４）欠課・欠時数：              47コマ

⇒実施可能な授業時数：
1107コマ(41週×27コマ)−45コマ−47コマ
＝1015コマ

＜例＞

＜例＞学級活動以外の特別活動の時数：45コマ程度

④行事や給食の有無等で授業をしない時数を計算

⑤実際に実施可能な授業時数を計算

月 火 水 木 金

1 2 3 4 5

21 22 23 24 25

26 27 28

必要に応じて、授業日数、学校行事等、欠課の時数等を柔軟に見直し、調整することで、
現行教育課程の下でも、標準授業時数ベースの各教科等の時間を1015コマ程度として

週28コマでの編成が可能



標準授業時数の弾力化と時数精選の関係

※DX活用により１単位時間を45分から40分などとすることが容易となり、裁量的な時間を捻出しやすくなる。

1086単位時間

裁量的な時間（仮）
（研究活動を含む）

1015単位時間

指導体制に見合うよう
改善を促進

計画段階で
真に必要な時数か

見極め

「２つの懸念」を解消できれば、不測の事態への対応を含め、年度途中の状況に応じた
カリキュラム・マネジメントがしやすくなり、年度当初の計画段階で真に必要な授業時数の設定が容易に

（標準を大幅に上回る年間授業時数）（年間の標準総授業時数）

不測の事態等があっても
標準を下回らないように

しなければならないという懸念

時数を確保しないと
教科書が終わらないという懸念

背景に教科書を網羅的に教えなければ
ならないという根強い認識

教科書の
重点化・分量の精選

年度途中のカリキュラム・マネジメントで、特定の教科
等の標準を下回る見込みであっても、他の教科や「裁
量的な時間」から時数を充てることで、必要な時間の
確保が可能に

対応策

対応策

懸念①

懸念②

補足イメージ②
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教科A
特に必要な
教科等が
ある場合

教科B,C,・・・ 教科等D,E,・・・ 裁量的な
時間（仮）

1015単位時間調整授業時数

減ずる

研究活動個々の児童生徒の
個性や特性に応じた学び

1086単位時間



学習指導要領の構造化・柔軟な教育課程を契機とした教科書等の改善

①
学
習
指
導
要
領
の
構
造
化

知・技 思・判・表

教科の主要な概念の深
い理解（仮）

複雑な課題の解決
（仮）

知・技
思・判・表
知・技
思・判・表 知・技 思・判・表

 生成AIが飛躍的に発展する中、個別の知識の集積にとどまらない概念としての習得や深い
意味理解を促し、学ぶ意味、社会やキャリアとのつながりを意識した指導が一層重要

 そのため、学習指導要領において、各教科等の本質的理解（中核的な概念等）の獲得に
重点を置き、学校段階や教科等の特性を踏まえつつ、そのために必要な学習内容を検討し
たり、必要に応じた精選の上で構造化

③
教
科
書
の
重
点
化
・
内
容
の
精
選

 学習に必要な情報の大半を網羅
 多数の用語・キーワード等の豊富な事実

的知識やその確認問題
 教科書の指導で授業が完結

（→依然として教科書「を」教える実態も）

内容事項を順に列記 中核的な概念・方略等を基に構造化

現在 改善の方向性

 補足的に活用  児童生徒の関心等に応じた多様な教材活用
 紙に加え、デジタル学習基盤がインフラとして機能

 中核的な概念等の獲得に資する内容に重点化・内容
を精選

 教科書「を」教えるから、教科書「で」教えるへ
教
科
書

そ
の
他

の
教
材

改善の方向性

②
標
準
授
業
時
数
の
弾
力
化

 調整授業時数制度（仮称）により、各教科の
標準授業時数を減じて生み出した授業時数を、
他教科等や「裁量的な時間」等への充当を可
能とすることを検討

下回る各教科の時数

減

裁量的な時間
他教科の増
新教科創設 等

多様性を包摂し、教育の質を高める「余白」

探究学習や裁量的な時間の余白創出

④
入
試

「教科書を全て教えなければならない」という網羅主義を脱して、学習指導や教科書の改善を実効性あるものとするとともに、教育課程の
実施に伴う教師・生徒の負担を軽減するためには、入試の改善を一層進める上で、どのような取組が考えられるか。

改善の実効性確保

※上限は現在の時数特例では１割、拡大の適否を検討
※精選：多くの中から良いものをよりすぐること

補足イメージ③
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精
選

中核的な概念等を
掴みやすい方向で改善

裁量の余地を増やす方向で改善
（各教科の標準を下回る時数で指導可能に）

現在の在り方

教師用指導書は、
精選された教科
書の分量や裁量
の余地を踏まえつ
つ、多様な授業ア
イデアや教材活用
の可能性を盛り込
む方向で改善を
要請してはどうか


